
所得控除

 次のいずれか多い金額

 （支払った医療費－保険等による補填額）

 支払った額

 支払った額

 （１）平成２３年以前加入（旧契約）の生命保険料
 　　又は個人年金保険料

 　　個人年金保険料又は介護医療保険料
 （３）合計

 最高２５，０００円

 本人、控除対象配偶者及び扶養親族一人につき、２６万円
 ただし、特別障害者の場合は３０万円
 　　　　控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者の場合は５３万円
 ２６万円

 勤労学生控除

 （１）７０歳以上の控除対象配偶者 最高 ３８万円
 （２）上記以外の控除対象配偶者 最高 ３３万円

 （１）特定扶養親族（１９歳以上２３歳未満） ４５万円
 （２）７０歳以上の同居の親等 ４５万円
 （３）７０歳以上の扶養親族 ３８万円
 （４）上記以外の扶養親族（注４）

３３万円
 最高４３万円

注１　医療費控除の特例（平成３０年度分から適用）

注２　経過措置

①　留学により地方税法の施行地に住所及び居所を有しなくなった者

②　障害者

③　その納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を３８万円以上受けている者

注３　寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除は、一定の所得要件があり
　　ます。

注４　令和６年度分以後は、非居住者である扶養親族のうち年齢３０歳以上７０歳未満の者であって、次のいずれにも該当しない
　　方は除外されます。

 　　　（１６歳以上１９歳未満、２３歳以上７０歳未満）
 基礎控除（注３）

　健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組（※１）を行う個人が、平成２９年１月１日から令和８年１２月
３１日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチＯＴＣ医薬品（※２）を購入し
た場合、その年中に支払った合計額（保険金、損害賠償金等により補填される部分の金額を除く。）が１万２千円を超えると
きは、その超える部分の金額（８万８千円を限度）が、その年分の総所得金額等から控除されます。(この特例の適用を受け
る場合には、医療費控除の適用を受けることができません。)

※１　「一定の取組」とは、特定健康診査（メタボリックシンドロームに着目した血圧測定・血液検査等の検診）、予防接
　　種、定期健康診断（一般的な事業主実施の健康診断）、健康診査（いわゆる人間ドック等）及びがん検診をいいます。

※２　「一定のスイッチＯＴＣ医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された　医薬品(類
　　似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除きます。)をいいます。

　平成１８年末までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除を適用できます（限度額１０，０００
円）。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合は、地震保険料控除とあわせて限度額が２５，０００円となります。

 配偶者控除
　（注３）
 配偶者特別控除

 控除対象配偶者以外の一定の配偶者につき、最高３３万円
　（注３）
 扶養控除（注３）

 寡婦控除（注３）
 ひとり親控除

 ３０万円
　（注３）

 ２６万円
　（注３）

最高３５，０００円
 （２）平成２４年以後加入（新契約）の生命保険料、

最高２８，０００円

最高７０，０００円
 地震保険料控除
 （注２）

 障害者控除

 （注１）  －｛（総所得金額等×５／１００）又は１０万円のいずれか低い額｝
　（２００万円を限度とする。）

 社会保険料控除
 小規模企業共済
 等掛金控除
 生命保険料控除

区　分 控　除　額
 雑損控除

 （１）（損失金額－保険等による補填額）－（総所得金額×１／１０）
 （２）（災害関連支出金額－保険等による補填額）－５万円

 医療費控除


